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３ 誘導施設の考え方・設定について 

 １．誘導施設とは 
誘導施設とは、第 1 章に示す「都市づくりの基本方針」や次頁から示す「都市構造評価（シミュ

レーション）」に基づき、本計画で位置づける医療・福祉・商業施設等の都市機能です。また、誘導

施設に位置付けることにより、届出制度が適用され都市機能誘導区域内外における誘導施設の立地

状況を把握することができます。なお、都市計画運用指針や立地適正化計画作成の手引きで示す誘

導施設の例は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：立地適正化計画作成の手引き（国土交通省） 

■立地適正化計画作成の手引きで示す誘導施設の一例 

■都市計画運用指針で示す誘導施設の一例 
●病院・診療所等の医療施設、老人デイサービスセンター等の社会福祉施設、小規模多機能型居宅介

護事業所、地域包括支援センターその他の高齢化の中で必要性の高まる施設 
●子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる幼稚園や保育所等の子育て支援施設、

小学校等の教育施設 
●集客力があり、まちの賑わいを生み出す図書館、博物館等の文化施設や、スーパーマーケット等の

商業施設 
●行政サービスの窓口機能を有する市役所支所等の行政施設 

■参考：利用人口と都市機能 



 

74   

２．誘導施設の検討 

２−１．都市づくりの基本方針等による誘導施設の検討 
本計画では、基本方針の実現に向けて 3 つの柱を示しています。その柱の 1 つを「コンパクトに

都市機能が集約した拠点の形成」としており、「今後迎える人口減少・少子高齢社会において、利便

性の高い生活環境の確保や都市としての活力を維持していくためには、必要性の高まる医療施設や

福祉施設、生活に欠くことのできない商業施設等の都市機能を維持・集約していく必要がある。」

としています。また、誘導施策では、JR 袋井駅周辺のにぎわい創出のため袋井図書館等の既存資源

を活用した「回遊性の向上」に努めることとしています。 

２−２．都市構造評価（シミュレーション）による誘導施設の検討 

「P26 7−3．都市構造評価の結果」により各拠点内でサービス水準の向上に寄与する施設を明

らかにしました。この結果を基に、次のように立地を促す区域と都市機能を設定し、2040年時の人

口分析を利用して都市構造評価（シミュレーション）を行った結果、JR愛野駅周辺の都市機能誘導

区域内に医療施設（内科、外科）、上山梨地区周辺の都市機能誘導区域内に高齢者福祉施設、JR袋

井駅南側と浅羽支所周辺の都市機能誘導区域内に商業施設（スーパーマーケット等）を誘導施設と

して設定します。 

■各都市機能誘導区域内へ立地を促す施設（シミュレーション） 
 
 
 
 
 
 
 
■2040 年時の都市構造評価（シミュレーション）の結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

➊上山梨地区周辺の都市機能誘導区域内に高齢者福祉施設が立地した場合を想定 

❷JR 袋井駅南側の都市機能誘導区域内に商業施設（スーパーマーケット等）が立地した場合を想定 

❸JR 愛野駅周辺の都市機能誘導区域内に医療施設（内科、外科）が立地した場合を想定 

❹浅羽支所周辺の都市機能誘導区域内に商業施設（スーパーマーケット等）が立地した場合を想定 
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■日常生活サービスの徒歩圏充足率 

JR 愛野駅周辺の都市機能誘導区域内に医療施設、上山梨地区の都市機能誘導区域内に高齢者福

祉施設、JR 袋井駅南側及び浅羽支所周辺の都市機能誘導区域内に商業施設が立地した場合、日常サ

ービス徒歩圏充足率が 30％となり、地方都市（10～15 万人）26％より高い水準となりました。 

■生活サービス施設（医療施設）の徒歩圏人口カバー率と利用圏平均人口密度 

JR 愛野駅周辺の都市機能誘導区域内に医療施設が立地した場合、医療施設の徒歩圏人口カバー

率は 70％となり、地方都市（10～15 万人）72％に近い水準となりました。 

■生活サービス施設（高齢者福祉施設）の徒歩圏人口カバー率と利用圏平均人口密度 

上山梨地区の都市機能誘導区域内に高齢者福祉施設が立地した場合、高齢者福祉施設の徒歩圏人

口カバー率は 77％となり、地方都市（10～15 万人）71％より高い水準となりました。 

■生活サービス施設（商業施設）の徒歩圏人口カバー率と利用圏平均人口密度 

JR 袋井駅南側及び浅羽支所周辺の都市機能誘導区域内に商業施設が立地した場合、商業施設の

徒歩圏人口カバー率は 58％となり、地方都市（10～15 万人）62％より低い水準ではあるが、立

地前と比べると 5％増加しました。 
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  ■日常生活サービスの徒歩圏（2040 年） 

出典：国土数値情報等 

➊上山梨地区の都市機能誘導区域内に高齢者福祉施設が立

地した場合 

・日常生活サービス徒歩圏が拡大し、 

新たに約 2,900 人カバーできる 
・日常サービス徒歩圏充足率は、約 3.5％増 

❷JR 袋井駅南側の都市機能誘導区域内に商業施設

（スーパーマーケット等）が立地した場合 

・日常生活サービス徒歩圏が拡大し、 

新たに約 1,200 人カバーできる 
・日常サービス徒歩圏充足率は、約 1.5％増 

❸JR 愛野駅周辺の都市機能誘導区域内に医療施設（内科、外

科）が立地した場合 

・日常生活サービス徒歩圏が拡大し、 

新たに約 3,500 人カバーできる 
・日常サービス徒歩圏充足率は、約 4.3％増 

❹浅羽支所周辺の都市機能誘導区域内に商業施設（スー

パーマーケット等）が立地した場合 

・日常生活サービス徒歩圏が拡大し、 

新たに約 1,000 人増カバーできる 
・日常サービス徒歩圏充足率は、約 1.2％増 

【上記の施設を誘致した場合の日常生活サービス徒歩圏充足率】 

日常生活サービス徒歩圏内人口（15,921人+8,600人）÷総人口（81,491人） 

≒ 30％（約10％増） 
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■医療施設（内科、外科）の徒歩圏（2040 年） 

出典：袋井市医療施設ガイドブック（平成29年4月） 

【医療施設の徒歩圏人口カバー率の算出】 

医療施設の徒歩圏内人口（56,863人）÷総人口（81,491人）＝ 70％ 
【医療施設の徒歩圏の人口密度の算出】 

医療施設徒歩圏内人口（56,863人）÷医療施設徒歩圏面積（3,477ha）＝16人/ha 
 

新規医療施設（シミュレーション） 
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■高齢者福祉施設の徒歩圏（2040 年） 

【福祉施設の徒歩圏人口カバー率の算出】 

福祉施設の徒歩圏内人口（62,415人）÷総人口（81,491人）＝ 77％ 
【福祉施設の徒歩圏の人口密度の算出】 

福祉施設徒歩圏内人口（62,415人）÷福祉施設徒歩圏面積（4,991ha）＝13人/ha 
 

新規高齢者福祉施設（シミュレーション） 

資料：袋井市内介護サービス事業一覧（2016年（平成28年）12月） 
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■商業施設（スーパーマーケット等）の徒歩圏（2040 年） 

【商業施設の徒歩圏人口カバー率の算出】 

商業施設の徒歩圏内人口（47,329人）÷総人口（81,491人）＝ 58％ 
【商業施設の徒歩圏の人口密度の算出】 

商業施設徒歩圏内人口（47,329人）÷商業施設徒歩圏面積（2,597ha）＝18人/ha 
 

新規商業施設（シミュレーション） 

資料：i タウンページ（2017 年（平成 29 年）11 月） 
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３．誘導施設の設定 

都市づくりの基本方針や都市構造評価（シミュレーション）の結果を踏まえ、行政施設について

は市民サービスを支える市役所・支所、医療施設については内科・外科のいずれかを診療科目とす

る診療所、福祉施設についてはデイサービスセンター等の通所介護サービス等を行う施設、商業施

設については生鮮食品を取扱うスーパーマーケット等の物販店舗、教育文化施設については人々の

集客や交流を促す施設として図書館を誘導施設とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■各地域における誘導施設 

【凡 例】 
● ：都市機能誘導区域内に立地している機能であり、今後も 維持するため誘導施設と定める都市機能 

■ ：都市機能誘導区域外で当該区域の近辺に立地している機能であり、移転がある場合には都市機能誘導区域に立地
を促進するため誘導施設と定める都市機能 

★ ：市内に立地しているが、都市機能誘導区域内に立地していない機能であり、都市構造評価上でも機能誘導を図る
必要があるため誘導施設と定める都市機能 

空白：誘導施設に定めない都市機能 
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R

愛
野
駅
周
辺

上
山

梨
地
区
周
辺

浅

羽
支
所
周
辺

 市役所 地方自治法第4条第1項に規定するもの 1 1 1 − − − 0 ●

 支所 地方自治法第155条第1項に規定するもの 1 1 − − − 1 0 ●

医療施設  診療所

医療法第1条の5第2項に規定する診療所の

うち内科・外科のいずれかを診療科目とし

ているもの
26 20 3 − 2 − 6 ● ★ ● ■

福祉施設  高齢者福祉施設

介護保険法第８条第7項(通所介護)、第8項

(通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ)及び第18項(小規模多機能

型居宅介護)に規定するサービスを行う施設

に該当するもの

36 16 2 − − − 20 ● ■ ★ ■

商業施設  スーパーマーケット

日常生活に必要な生鮮食料品や日用品を販

売する店舗（大規模小売店舗立地法第３

条、同法施行令第2条に規定する基準面積

1,000㎡以上)

14 12 1 1 2 − 2 ● ● ● ★

教育文化

施設
 図書館 図書館法第2条第1項に規定するもの 2 2 1 − − 1 0 ● ●

行政施設

都市機能 建物用途

立地状況（箇所）

定 義

都市機能誘導区域

市

内

総

数

用

途

地

域

内

用

途

地

域

外

都市機能誘導区域



参考資料 

81 

■ 行政施設 
●市役所、支所は、都市拠点（JR 袋井駅及び袋井市役所周辺）と地域拠点（浅羽支所周辺）

の都市機能誘導区域に立地しており、利便性の高い拠点の形成に向けて、今後もこの都市

機能を維持していく必要があるため、誘導施設として位置づけます。 

■ 医療施設 
●診療所（内科、外科）は、用途地域内を中心に多くの施設が立地していますが、用途地域

内でも都市機能誘導区域外に立地している施設が多くみられます。今後は、人口減少・高

齢社会を見据え、自らが交通手段を所有しない方でも利用しやすいよう公共交通の利便性

が高い都市機能誘導区域への立地を促す必要があります。また、都市構造評価（シミュレ

ーション）の結果では、地域拠点（JR 愛野駅周辺）に立地することで日常サービスの徒歩

圏充足率が約 4.3％増加することから、既存施設の維持や新たな施設の立地を促進するた

め、誘導施設として位置づけます。 

参考：地域医療情報システム（日本医師会）によると、内科系・外科系診療所は全国平均に対して低く、不足している状
況です。 

■ 高齢者福祉施設 
●高齢者福祉施設は、今後迎える高齢社会を見据え、公共交通等を利用しアクセスできる環

境に確保されることが重要となるため、公共交通の利便性が高い都市機能誘導区域への立

地を促す必要があります。また、都市構造評価（シミュレーション）の結果より、地域拠

点（上山梨地区周辺）に立地することで日常サービスの徒歩圏充足率が約 3.5％増加する

ことから、既存施設の維持や新たな施設の立地を促進するため、誘導施設として位置づけ

ます。なお、通所系施設（通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護

等のサービスを行う施設に該当するもの）を誘導施設として位置づけ、訪問系施設につい

ては、自宅で受けるサービスとなり利用者の移動がないため誘導施設に位置づけません。 

■ 商業施設 
●スーパーマーケットは、用途地域内を中心に立地しており、日常生活を支え、居住先を選

定する際に重要となる要素であることから今後も維持していく必要があります。また、都

市構造評価（シミュレーション）の結果より、地域拠点（浅羽支所周辺）立地することで、

現在、事業を進めている袋井駅南側の商業施設の立地と併せ、日常サービスの徒歩圏充足

率が約 2.7％増加することから、既存施設の維持や新たな施設の立地を促進するため、誘

導施設として位置づけます。なお、生活に必要な生鮮食品や日用品を取り扱う床面積 1,000

㎡以上の物販店舗を誘導施設として位置づけます。 

■ 教育文化施設 
●図書館は、地域の歴史・文化を守り育てるとともに集客力が高く、にぎわいの創出に寄与

する施設であることから誘導施設として位置づけます。ただし、各都市機能誘導区域への

誘導ではなく、現在立地している都市機能誘導区域内での維持に努めるものとします。 
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４ 届出制度について 

袋井市立地適正化計画の公表日以降、都市機能誘導区域外において誘導施設の建築目的の開発行

為や建築等行為を行う場合、または都市機能誘導区域内において誘導施設を休廃止する場合は、着

手や休廃止しようとする日の 30 日前までに市への届出が必要となります。 

また、居住誘導区域外において、一定規模以上の住宅の建築目的の開発行為や建築等行為を行う

場合は、着手する 30 日前までに市への届出が必要となります。 

１．都市機能誘導区域外での開発・建築等行為 

■届出制度の目的 
市が都市機能区域外における誘導施設の整備の動きを把握するための制度です。 

■届出の対象となる行為（都市再生特別措置法第 108 条第 1 項） 
都市機能誘導区域外で、誘導施設を対象に以下の行為を行う場合には、原則として市への届

出が必要です。 

 

◆開発行為 

・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 

◆建築等行為 

・誘導施設を有する建築物を新築しようとす 

る場合 

・建築物を改築し誘導施設を有する建築物と 

する場合 

・建築物の用途を変更し誘導施設を有する建 

築物とする場合 

■届出の時期（都市再生特別措置法第 108 条第 1 項及び第２項） 
届出は、開発行為等に着手する 30 日前までに必要となります。また、届出内容を変更する

場合も、変更に係る行為に着手する日の 30 日前までに届出が必要です。 

  

出典：国土交通省 

■参考例（例えば、診療所を建設する場合） 

誘導施設：診療所 

誘導施設：診療所 

届出必要 

届出必要 

届出不要 

届出不要 
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■届出書類の作成 

２．都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止 

■届出制度の目的 
市が既存建物・設備の有効活用など、機能維持に向けて手を打てる機会を確保するための制

度です。 

■届出の対象となる行為（都市再生特別措置法第 108 条の 2 第 1 項） 
都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止または廃止しよ 

うとする場合 

 

■届出書類の作成 
 

 

 

 

■届出の時期（都市再生特別措置法第 108 条の 2 第 1 項） 
届出は、誘導施設を休止又は廃止しようとする日の 30 日前までに必要となります。 

《開発行為の場合》 

◆届出書・・・・様式１ 

◆添付図書   ①位置図（縮尺：1/10,000 以上） 

②開発区域求積図（縮尺：1/1,000 以上）、土地利用計画図（縮尺：1/1,000

以上）、誘導施設や誘導施設以外の床面積がわかる建物求積図（必要な

場合のみ） 

③上記①～②の図書の PDF データ 

《建築等行為の場合》 

◆届出書・・・・様式２（都市再生特別措置法施行規則 様式第 2） 

◆添付図書   ①位置図（縮尺：1/10,000 以上） 

②配置図（縮尺：1/1,000 以上）、各階平面図及び２面以上の立面図（縮

尺：1/300 以上）、敷地求積図、誘導施設や誘導施設以外の床面積がわ

かる建物求積図（必要な場合のみ） 

③上記①～②の図書の PDF データ 

《上記２つの届出内容を変更する場合》 

◆届出書・・・・様式３（都市再生特別措置法施行規則 様式第 3） 

◆添付図書    上記と同様（※変更前及び変更後の内容が確認できるように表記してください。）  

◆届出書・・・・様式４ 

◆添付図書  ①位置図（縮尺 1/1,000 以上） 

       ②建築物の用途及び面積が分かる書類等 

■参考例 

誘導施設：診療所 
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３．居住誘導区域外での開発・建築等行為  

■届出制度の目的 
市が居住誘導区域外における住宅開発等の動きを把握するための制度です。 

■届出の対象となる行為（都市再生特別措置法第 88 条第 1 項） 
居住誘導区域外で、住宅を対象に以下の開発行為・建築等行為を行おうとする場合には、原

則として市への届出が義務付けられています。 

 

◆開発行為 

・３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

・１戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が 1,000 ㎡以上のもの 

◆建築等行為 

・３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して３戸以上の住宅とする場合 

 

 

■届出の時期（都市再生特別措置法第 88 条第 1 項及び第２項） 
届出は、開発行為等に着手する 30 日前までに必要となります。また、届出内容を変更する

場合も、変更に係る行為に着手する日の 30 日前までに届出が必要です。 

  

※「住宅」とは、戸建て住宅、共同住宅、⾧屋等の居住の用に供する建築物です。 

■参考例 
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■届出書類の作成 
 

《開発行為の場合》 

◆届出書・・・・様式５（都市再生特別措置法施行規則 様式第 4） 

◆添付図書   ①位置図（縮尺：1/10,000 以上） 

②開発区域求積図（縮尺：1/1,000 以上）、土地利用計画図（縮尺：1/1,000

以上） 

③上記①～②の図書の PDF データ 

《建築等行為の場合》 

◆届出書・・・・様式６（都市再生特別措置法施行規則 様式第 5） 

◆添付図書   ①位置図（縮尺：1/10,000 以上） 

②配置図（縮尺：1/1,000 以上）、各階平面図及び２面以上の立面図（縮

尺：1/300 以上）、敷地面積求積図 

③上記①～②の図書の PDF データ 

《上記２つの届出内容を変更する場合》 

◆届出書・・・・様式７（都市再生特別措置法施行規則 様式第 6） 

◆添付図書      上記と同様（※変更前及び変更後の内容が確認できるように表記してください。） 
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5 目標値の考え方 

１．目標値（1）の考え方 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR袋井駅南土地区画整理事業   ：約80人/ha(土地区画整理事業の人口計画) 

都市機能誘導区域  ：約65人/ha(任意値 想定) 

上記以外の居住誘導区域      ：2015年（平成27年）の人口密度を維持（想定） 

居住誘導区域外          ：国立社会保障・人口問題研究所の推計通りの人口密度（想定） 

■2015 年（平成 27 年）（国勢調査） 
総人口          ： 85,789人      
居住誘導区域内人口：約32,300人（約38％） 
居住誘導区域外人口：約53,500人（約62％） 

■2035 年 目標人口（袋井市人口ビジョン） 

このとおり人口密度を想定すると下図のような人口動態が予測されます。 

■人口密度（想定） 

約 32,300 人÷760ha=約 43 人/ha 
      （居住誘導区域面積） 

約 34,800 人÷760ha=約 46 人/ha 
      （居住誘導区域面積） 

◆本計画での目標値 
 

総人口      ：約86,300人      
居住誘導区域内人口：約34,800人（約40％） 
居住誘導区域外人口：約51,500人（約60％） 
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２．目標値（2）の考え方 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画を効果的に運用することにより、第 2 次袋井市総合計画で示す目標値である「土地区画整
理実施区域内の未利用区画数」の土地利用をさらに促進します。 

◆第 2 次総合計画（前期基本計画）の目標値 
 

2014 年（平成 26 年） 

860 区画 
2020 年 

770 区画 

（860 区画−770 区画）÷ 7 年 ≒ 13 区画/年 

 

◆本計画での目標値 
 2035 年 

530 区画 

860 区画 −（15 区画/年×22 年）≒ 530 区画 

本計画の運用により 13 区画/年を 15%向上※1 するものとし、15 区画/年とします。 

2035 年 

870 区画 
区画数 

900 
 

600 
 
 

550 
 
 

500 

570 区画 

↑ 
15％向上 
↓ 

530 区画 

～
 

2014 年 
(平成 26 年) 

2020 年 ～ 

※1：袋井市人口ビジョンでは、2060 年の人口を
67,900 人と推計しており、目標人口を様々な
施策展開により、約 17％向上した 80,000 人
としています。よって 15％向上するものと
しています。 
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３．目標値（3）の考え方 

 

 

 

  

JR 袋井駅南側の都市機能誘導区域内に商業施設（スーパーマーケット等）が立地した場合、

日常生活サービスの徒歩圏が拡大し、新たに約 1,200 人カバーすることができるため、日常サ

ービスの徒歩圏充足率は、約 1.5％増となります。 

2014 年（平成 22 年） 

20.0% 
2035 年 

21.5% 

◆本計画での目標値 
 

■日常サービスの徒歩圏充足率 

【上記の施設を誘致した場合の日常生活サービスの徒歩圏充足率】 

日常生活サービス徒歩圏内人口（1,200人）÷総人口（81,491人）＝ 約1.5％増 

約 1.5%増加 

JR 袋井駅南側の都市機能誘導区域内に商業施設 

（スーパーマーケット等）が立地した場合 

・日常生活サービス徒歩圏が拡大し、 

新たに約 1,200 人カバーできる 
・日常サービスの徒歩圏充足率は、約 1.5％増 
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6 袋井市の目指す「これから」の都市づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今後は、人口減少や少子高齢化が一層進展することを踏まえ、市街地の拡大を抑制する

とともに、これまで整備されてきた都市基盤施設等を活かした、活力あふれる拠点形成、

効率よい土地利用、利便性の高い交通基盤が必要です。このため、市域のバランスを考慮

した土地利用の規制誘導や、拠点間を効果的に連絡する交通施設を基本とし、誰もが快適

に暮らしていける持続可能なコンパクトな都市構造への転換が求められています。 

本市においては、都市拠点、地域拠点、集落拠点のさらなる“機能強化”と“役割を明確

化”するとともに、それぞれの拠点を“つなぐ”ネットワークの維持・充実を図ることで 3

層構造からなる拠点間の連携を強化し、市が一体となったコンパクトな都市構造を目指

します。 

■本市の目指す都市構造（袋井市都市計画マスタープランより） 
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■将来都市構造図（袋井市都市計画マスタープランより） 
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7 立地適正化計画に係る支援措置（参考） 

 立地適正化計画を策定することにより、国等から財政・金融上の支援措置を受けることができる

場合があります。ここでは、国土交通省のホームページ（2018 年（平成 30 年）8 月現在）に掲載

されている支援措置の一部について紹介します。詳細（最新情報）については、国土交通省のホー

ムページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業名 対象事業 補助率等 

1 集約都市形成支援事業 

都市機能の集約地域への立地誘導のため、都市
の集約化等に関する計画策定支援、都市のコアと
なる施設の移転に際した旧建物の除却・緑地等整
備を支援し、都市機能の移転促進を図る。 

直接補助の場合 
地方自治体・1/2 
民間事業者・1/2 

間接補助の場合 
民間事業者・1/3 

2 都市機能立地支援事業 

人口減少・高齢社会に対応した持続可能な都市
構造への再構築を図るため、公的不動産の有効活
用等により都市機能（医療・福祉等）を整備する
民間事業者等に対して支援し、中心拠点・生活拠
点の形成を推進する。 
※都市機能誘導区域面積の市街化区域等面積に占める

割合が 10％未満の都市については、事業要件である
人口集中地区及び交通に関する要件を緩和する。一
方、同割合が 50％以上の都市は、交付率を 50％か
ら 45％へ引き下げる。 

直接補助 
民間事業者・1/3 

 
※市町村の支援と比較

し低いほうが国から
の支援額 

3 
スマートウェルネス住宅等

推進事業 

「サービス付き高齢者向け住宅」に併設される高
齢者生活支援施設の供給促進のため、都市機能誘
導区域において一定の要件を満たす事業につい
ては補助限度額の引き上げ等を行い、整備を支援
する。 

直接補助 
民間事業者 
・新築 1/10 
・改修 1/3 
 

4 
地方再生エリアマネジメン

ト負担金 

市町村が、受益者(小売業者、サービス業者な
ど)から受益者負担金を徴収、エリアマネジメン
ト団体(法人)へ交付金を交付 
※地域再生法の改定により、官民が連携してエリマネ

活動の促進に取り組むスキームを構築 

− 

5 
まち再生出資 

（金融措置） 

立地適正化計画に記載された都市機能誘導区
域内における都市開発事業（誘導施設又は誘導施
設の利用者の利便の増進に寄与する施設を有す
る建築物の整備）であって、国土交通大臣認定を
受けた事業に対し、（一財）民間都市開発推進機
構（民都機構）が出資を実施。 
また、当該認定事業（誘導施設を有する建築物の
整備に関するものに限る。）については、公共施
設等＋誘導施設の整備費を支援限度額とする。 

− 

 資料：国土交通省 HP より抜粋 

■（参考）都市機能誘導区域における支援措置等（2018 年（平成 30 年）8 月現在） 
（国土交通省 HP より http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_000032.html） 
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1. 集約都市形成支援事業 

2. 都市機能立地支援事業 
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3. スマートウェルネス住宅等推進事業 

4. 地方再生エリアマネジメント負担金 
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5. まち再生出資 

■（参考）居住誘導区域における支援措置等（2018 年（平成 30 年）8 月現在） 
（国土交通省 HP より http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_000032.html） 
 

事業名 対象事業 補助率等 

1 
フラット 35 地域活性化型 

(住宅金融支援機構による支援) 

平成 29 年度より、コンパクトシティ形成等の
施策を実施している地方公共団体と住宅金融支
援機構が連携し、地方公共団体による住宅の建
設・取得に対する財政的支援とあわせて、住宅金
融支援機構によるフラット 35 の金利を引き下げ
る。 
 【支援内容】居住誘導区域内における新築住宅・
既存住宅の取得に対し、住宅ローン（フラット３
５）の金利引下げ（ 当初５年間、▲0.25％引下
げ） 

 
 

 
 
 

− 

2 空き家再生等推進事業 

老朽化の著しい住宅が存在する地区において、
居住環境の整備改善を図るため、不良住宅、空き
家住宅又は空き建築物の除却及び空き家住宅又
は空き建築物の活用を行う。 

除却 
地方自治体・2/5 
民間事業者・2/5 

活用 
直接補助 

地方自治体・1/2 

資料：国土交通省 HP より抜粋 
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1. フラット 35 地域活性化型 

2. 空き家再生等推進事業 


